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本日のアジェンダ

• UNESCO文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約

（文化多様性条約・2005年条約）第18回政府間委員会
（Intergovernmental Committee (IGC)）

芸術文化を巡って、どのような話がな
されているのか？

誰が？どこで？どのように？
何のために？



国際連合(United Nations)

• 第二次世界大戦を防げなかった国際連盟
の反省

• 1945年10月、51か国の加盟国で設立

• 1956年、日本が加盟（80番目の加盟国）

• 加盟国数：193か国（2025年現在）

• 公用語：英語、フランス語、中国語、ロ
シア語、スペイン語、アラビア語の6か
国語
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国際連合(United Nations)：第1条 目的

1.国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅
威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有
効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国
際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義
及び国際法の原則に従って実現すること。

2.人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を
発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置を
とること。

3.経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決す
ることについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくす
べての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励す
ることについて、国際協力を達成すること。

4.これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中
心となること。

国連憲章テキスト | 国連広報センター (unic.or.jp)

https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/


国際連合教育科学文化機関
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization（UNESCO) 
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国際連合教育科学文化機関
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
（UNESCO) 

• 諸国民の教育、科学、文化の協力と交流を通じて、国際平和と人類
の福祉の促進を目的とした国際連合の専門機関

• 創設等: 憲章採択  昭和20年（1945年）11月16日  
        創設  昭和21年（1946年）11月4日

日本加盟 昭和26年（1951年）7月2日

• 本部: フランス共和国・パリ市

• 加盟国・地域数： 194、準加盟地域12

• 日本では通称「ユネスコ」



• Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

（世界人権宣言 1948）

• International Covenant on Economic Social and Cultural 
Rights (ICESCR)

（社会権規約（経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約
1966）

• International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

（自由権規約（市民的及び政治的権利に関する国際規約） 1966）

• The International Bill of Human Rights（国際人権規約 ）

• （1966年採択、1976年発効、1979年日本批准）

文化権を巡って - cultural rights - 

https://www.ohchr.org/en/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights


文化権を巡って - cultural rights - 

Universal Declaration of Human Rights
（世界人権宣言）

• 1948年12月10日に第3回国連総会において採択

•人権および自由を尊重し確保するために、「すべての
人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言

• 第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊

厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授
けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければな
らない。

出典：国際連合広報センター
https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/universal_declaration/



文化権を巡って - cultural rights - 

Universal Declaration of Human Rights
（世界人権宣言）

• 第二十二条

• すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける
権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力によ
り、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊
厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできな
い経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を
有する。

出典：国際連合広報センター
https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/universal_declaration/



文化権を巡って - cultural rights - 

Universal Declaration of Human Rights
（世界人権宣言）

• 第二十七条

1.すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑
賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有
する。

2.すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作
品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を
有する。

出典：国際連合広報センター
https://www.unic.or.jp/activities/humanrights/document/bill_of_rights/universal_declaration/



文化権を巡って - cultural rights -  

• 日本国憲法 第25条1項（1947年
（昭和22年）施行）

•「すべて国民は、健康で文化的
な最低限度の生活を営む権利を
有する」（生存権）

© Hiroko Tsuboi-Friedman



UNESCO 2005 CONVENTION ON 
THE PROTECTION AND 
PROMOTION 
OF THE DIVERSITY OF CULTURAL 
EXPRESSIONS
ユネスコ文化的表現の多様性の保
護及び促進に関する条約（文化多
様性条約、２００５年条約）

• 現在進行形の文化・芸術を巡
る議論

• 気候変動等の地球規模課題、
ポストアジェンダ2030、資本
主義の彼方を見据えた文化政
策および文化にかかる諸政策

© Hiroko Tsuboi-Friedman



UNESCO文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約
（文化多様性条約、2005年条約）

• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
（UNESCO)国際連合教育科学文化機関（通称ユネスコ）

• UNESCO 2005 Convention on the Protection and Promotion 
of the Diversity of Cultural Expressions (2005 Convention)

• 日本では通称「文化多様性条約」←Lost in Translation?

文化の商品化、もの/文化的財・サービスと自由貿易、文化的表現の多様
性、文化多様性、通商、特恵待遇、文化政策、外交、ソフトパワー、人権、
基本的自由、経済・社会・文化権、文化クリエイティブ（創造）産業・セ
クター・エコシステム（Cultural and Creative Industries
（CCI)/Sector (CCS)/Ecosystem (CCE)）、観光、地方創生、共生社会、
等々



UNESCO文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約
（文化多様性条約、2005年条約）
– 1980~90年代に表面化したカナダ・ヨーロッパ諸国と米国の通商問
題等から発展した文化的産品/財・サービスを巡る国際的な枠組み
作り
– GATT⇒世界貿易機関（WTO）⇒「文化」を巡る議論はUNESCOへ

–「文化」の商品化及びその取引について
–⇒文化クリエイティブ（創造）経済・産業・セクターの活性化、格差是
正

–⇒文化（・芸術）自体の解釈、多様性の尊重

–⇒人権および基本的自由の尊重、共生社会と寛容性、SDGsと相関性

ナショナリズム、アイデンティティ、民主主義、開発、多文化・
多元・相対主義、インターカルチュラリズム、新資本主義、公共
財・益・善、ケア、文化的コモンズ、ポスト資本主義、倫理、

フェア・カルチャー、サバルタン、脱植民地、等々



UNESCO文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約（文化多様性条約、
2005年条約） ：文化クリエイティブ（創造）産業・セクター・エコシステム

「本条約は、文化クリエイティブ（創
造）産業を、商業的価値の有無にかか
わらず、アイデアやシンボル、生活様
式を伝える文化的コンテンツを含む文
化的産品、サービス又は活動を生産し

供給するものと定義します。」

「この定義は、言葉（文学）や、音
（音楽やラジオ）、映像（写真、テレ
ビ、映画）、動き（ダンス、演劇）あ
るいは物体（彫刻、絵画、デザイン）、
その他あらゆる形式（ライブ、印刷、
オーディオ・ビジュアル、デジタル）
を通じて伝えられる文化的又は芸術的

な表現に適用されます。」

オーディオ・ビジュアル/映画、視覚芸術、デザイン、
メディア・アート、音楽、舞台芸術、出版

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/infokit-ja.pdf



UNESCO文化的表現
の多様性の保護及び

促進に
関する条約

（文化多様性条約、
2005年条約）:

背景

• 1954年 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約（ハーグ条約）

• 1970年 文化財の不法な輸入，輸出及び所有権移転を禁止し及び防止す
  る手段に関する条約（文化財不法輸出入等禁止条約）

• 1972年 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約

• 1980年 芸術家の地位に関する勧告

• 1982年 文化政策世界会議 MONDIACULT（メキシコシティ）

• 1990年代  通商問題 カナダ・フランス対米国

• 1995年 創造性の多様性についての議論

 →関税貿易一般協定（GATT)→世界貿易機関（WTO)→UNESCO

• 1998年 文化の力 ストックホルム文化相会議

• 1999年 市民社会がシアトルにて会合

• 2001年 文化的多様性に関する世界宣言・水中遺産の保護に関する条約

• 2003年 無形文化遺産の保護に関する条約

• 2004年 ユネスコ創造都市ネットワーク

• 2005年 文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約



文化多様性条約/2005年条約

 

• 法的拘束力を持つ国際協定

• ダイナミックで強力な文化クリエイティブ産業を支援
するための政策と措置を実施する権利の再確認

• 世界中の芸術家・文化従事者、実務家、市民が、自身
の文化的産品/財・サービス・活動を幅広く創造、生
産、普及、享受できるように保証

• 文化的価値のさまざまな段階に直接影響を与える組織
構造を強化

THE UNESCO 2005 CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION 

OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS

UNESCO文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約（2005年）

158
締約国および
欧州連合

https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-protection-and-promotion-diversity-cultural-expressions



147
Parties to the 

Convention

インド
中国
バングラデシュ
ベトナム
カンボジア
ニュージーランド
モンゴル
ラオス
アフガニスタン
オーストラリア
韓国
インドネシア
サモア
東ティモール
ニウエ
トルクメニスタン
パキスタン
フィリピン

2006

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2009

2009

2010

2012

2015

2016

2019

2021

2022

2024

Ratification

Ratification

Ratification

Ratification

Accession

Accession

Accession

Accession

Acceptance

Accession

Ratification

Accession

Accession

Accession

Accession

Ratification

Ratification

Ratification

18
アジア太平洋
地域における
締約国数

https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-protection-and-promotion-diversity-cultural-expressions

文化多様性条約/2005年条約
THE UNESCO 2005 

CONVENTION ON THE 

PROTECTION AND 

PROMOTION 

OF THE DIVERSITY OF 

CULTURAL EXPRESSIONS

UNESCO文化的表現の多様性
の保護及び促進に関する条約

（2005年）



UNESCO文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約
（文化多様性条約、2005年条約） 定期会合

Conference of Parties (COP) 締約国会議（＋市民社会フォーラム）（隔年）
Intergovernmental Committee (IGC) 政府間委員会（毎年）
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UNESCO文化的表現の多
様性の保護及び促進に関
する条約（文化多様性条
約、2005年条約）

• 第１１条 市民社会の
参加

• 運用指針 市民社会の
役割と参加（２００９年）

– Civil Society Forum

– 2017年～

– 締約国会議開催時

© Hiroko Tsuboi-Friedman



第18回政府間委員会（Intergovernmental 
Committee (IGC)）概要

・2005年条約の第18回政府間委員会が
2025年2月11日から14日までパリの
UNESCO本部で開催。

・主な議題：

 1. 条約実施状況のモニタリング 
 （監視）と知識創出

 2. プロジェクトへの資金援助

 3. テーマ別検討

  a.デジタル環境

   b.優遇（特恵待遇）措置

 4. 条約採択20周年に向けた準備

© Hiroko Tsuboi-Friedman



1. 条約実施のモニタリング（監視）と知識創出

• 2024年に101件の定期報告書
（４年毎）が提出（過去最多
）。

• MONDIACULT 2025で発表さ
れるグローバルな文化政策報
告書へのインプット。

• Re|Shaping Policies for 
Creativity 第4版（2026年2月
刊行予定）に活用。

• 2025～2027年は報告なしの
「振り返りの期間」。

© Hiroko Tsuboi-Friedman



２．文化多様性国際基金（International Fund 
for Cultural Diversity (IFCD)）

• 12件の新規プロジェクト、総額1,023,290.65米ドル。

• 初の受給国：バハマ、コスタリカ、エスワティニ、インド、ザンビア。

• 他の受給国：コロンビア、エジプト、エチオピア、マダガスカル、メキ
シコ、セルビア、タンザニア。

• 若者支援、ジェンダー平等、政策形成・開発、起業支援に重点。



３.テーマ別検討グループ
a. デジタル環境に関する勧告（提言）

• 11の勧告（規範、情報共有、啓発、能力
強化）。

• 第2～11勧告を採択。

• 第1勧告（追加議定書）は次回会議で分
析へ。

• デジタル変革は文化政策の重要課題。

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380475_jpn



３.テーマ別検討グループ
b 特恵待遇（優先的待遇）措置（第16条）に関する

勧告（提言）

• 文化流通の不均衡に対応努力継
続。

• 市場アクセス、能力強化、国際
協力の5勧告を採択。

• 実施計画は次回締約国会議で提
示予定。

• 公平・公正な文化交流を推進。

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380475_jpn



4. 条約の20周年（2025年）

• 記念行事のロードマ
ップを承認。

• 各国でのイベントや
広報活動を奨励。

• UNESCOによるグロ
ーバル記念イベント
開催。

• 専用ウェブページで
各国の活動を紹介。



５．市民社会との連携

• 113のCSOが正式参加承認。

• 地理的バランスの改善が課題
（東欧、中南米、アジア、アラ
ブ）。

• 第5回市民社会フォーラム：
2025年6月17日開催。

• 市民社会は政策監視・提言の重
要な担い手。

© Hiroko Tsuboi-Friedman



６．次回会合

• 第19回政府間委員会：2026年2月17〜20日（パリ）。

• 勧告のフォローアップ、報告制度の準備、記念行事の評価が議題。



UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
文化的多様性に関する世界宣言（２００１年）

• アイデンティティー、多様性及び多元主義

• 第1条 文化的多様性：人類共通の遺産

– 「生物的多様性が自然にとって必要であるのと同様に、
文化的多様性は、交流、革新、創造の源として、人類に
必要なものである。この意味において、文化的多様性は
人類共通の遺産であり、現在及び将来の世代のために
その重要性が認識され、主張されるべきである。」

• 第2条 文化的多様性から文化的多元主義へ

• 第3条 発展の1要素としての文化的多様性

https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm



• 文化的多様性と人権

• 第4条－文化的多様性の保障としての人権

• 第5条 文化的多様性を実現するための環境としての文化的権利

• 第6条 すべての人が文化的多様性を享受するために

https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm

UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
文化的多様性に関する世界宣言（２００１年）



UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
文化的多様性に関する世界宣言（２００１年）

• 文化的多様性と創造性

• 第7条 創造性の源泉としての文化遺産

• 第8条 文化的財・サービス：ユニークな商品

• 第9条 創造性の触媒としての文化政策

https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm



UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
文化的多様性に関する世界宣言（２００１年）

• 文化的多様性と国際的連帯

• 第10条 創造と世界的普及の能力の強化

• 第11条 公的セクター、民間セクター、市民社会間のパートナーシップ
構築

• 第12条 ユネスコの役割

https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm



UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
文化的多様性に関する世界宣言（２００１年）

• ユネスコ文化的多様性に関する世界宣言実施のための行動計画要旨

1．特に国内・国際レベルにおける文化的多様性と開発との関連及び文化的多様性が政
策決定にどのような影響を与えるかを中心に、文化的多様性に関する問題についての
国際的な議論を深める。特に今後に向けて、文化的多様性に関する国際法規制定の機
会について検討する。

2．国内・国際レベルにおいて本宣言を普及し、協力体制を構築するとともに、原則、基準、
実践を決定し推し進めることが、文化的多様性の保護と振興にもっとも有益である。

3．多様な社会において、様々な文化的背景を持つ人々や集団の参加を促進するため、
文化的多元主義に関する知識及び最善の実施例についての交換を推進する。

4．人権と不可分一体の部分として、文化的権利の内容の理解及び明確化を更に進める。
https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm



• ユネスコ文化的多様性に関する世界宣言実施のための行動計画要旨

5．人類の言語遺産を保護し、可能な限り多くの種類の言語による表現、創造、普
及のための支援を行う。

6．母国語を尊重しつつ、教育のあらゆる段階において、可能なかぎり言語の多
様性を奨励し、低年齢からの複数の言語学習を促進する。

7．教育による文化的多様性の持つ価値への理解促進を図る。そのためカリキュ
ラム作成と教員養成を改善する。

8．文化的に適切な知識の伝達手段を保護、最大限活用するために、適切と判断
される場合には、伝統的教授法を教育方法に組み入れる。

https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm

UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
文化的多様性に関する世界宣言（２００１年）



UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
文化的多様性に関する世界宣言（２００１年）

• ユネスコ文化的多様性に関する世界宣言実施のための行動計画要旨

9．「デジタル・リテラシー」を奨励し、より多くの人々が新しい情報・通信技術を習得できることを保障
する。これは、教育であると同時に、教育サービスをより効率的に提供するための教育のツール
としてみなされるべきである。

10．サイバースペースにおける言語の多様性を振興し、グローバル・ネットワークを通じたすべての
公有情報への普遍的なアクセスを促進する。

11．国連の関係機関と緊密に協力しながら、開発途上国による新技術へのアクセスを促すこと、情
報技術の習得を支援すること、及び、デジタル媒体による自国の文化的産物の普及と、世界中で
入手可能なデジタル媒体による教育・文化・科学情報源へのアクセスを促進することによって、デ
ジタル・デバイドの問題に対応する。

12．マスメディア及びグローバル情報ネットワーク上の多様なコンテンツの制作、保護、普及を奨励
する。このため、特に、コンテンツ配給をスムーズに行うための協力メカニズムの構築を進めること
により、質の高い視聴覚コンテンツ製作の発展における公共ラジオ・テレビ放送の役割を推進する。

https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm



UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
文化的多様性に関する世界宣言（２００１年）

• ユネスコ文化的多様性に関する世界宣言実施のための行動計画要旨

13．口承及び無形文化遺産をはじめとする、文化遺産及び自然遺産の保
護と強化のための政策と戦略を策定し、文化的財・サービスの不正取引
を防止する。

14．先住民族の知識をはじめとする伝統的知識を尊重し、保護する。特に、
環境保護と天然資源の管理に対して伝統的知識がいかに有用であるか
を認識し、近代科学と地域固有の知識との共同作用を育む。

15．創作者、芸術家、研究者、科学者及び知識人の流動性と国際研究プ
ログラムや協力の発展を促進するとともに、開発途上国及び開発の過渡
期にある国々の創造力を保護、強化するよう努力する。

https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm



UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
文化的多様性に関する世界宣言（２００１年）

• ユネスコ文化的多様性に関する世界宣言実施のための行動計画要旨

16．現代における創造性の発展と創作活動に対する正当な報酬が認められるこ
とを推進するため、著作権及び関連する権利の保護を保障すると同時に、「世
界人権宣言」第27条に従って、公衆が文化を享受する権利を保持する。

17．開発途上国及び開発の過渡期にある国々における、文化的産業の創設及び
強化を支援する。このため、必要なインフラや技能の開発に協力し、存続可能
な地元市場の形成を促進し、これらの国々の文化的生産物がグローバル市場
に参入し、国際流通ネットワークに参加できるよう促す。

18．各国に課せられた国際的義務に従って、この宣言にうたわれている原則を推
進することを目的とした、運用上の支援策及び適当な規制的枠組を含む文化政
策を策定する。
https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm



UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
文化的多様性に関する世界宣言（２００１年）

• ユネスコ文化的多様性に関する世界宣言実施のための行動計画要旨

19．文化的多様性の保護及び推進を目的とする公共政策の策定に、市民社会
が深く関わることができるようにする。

20．民間セクターが文化的多様性の強化のために行える貢献を認識し、促す。
このため、公共セクターと民間セクターとの対話のためのフォーラム開設を推進
する。

加盟国は事務局長に対し、ユネスコのプログラム実施にあたって上記の行動計
画に示された目標を考慮するとともに、文化的多様性を推進するための様々な活
動の相乗効果を高める観点から、国連機関、その他の政府間組織及び非政府組
織に伝達するよう勧告する。

https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1386517.htm



Our Common Agenda – Report of 
the UN Secretary-General–
GLOBAL PUBLIC GOODS AND THE 
GLOBAL COMMONS（2021）

• 国連事務総長報告『私たちの共通の課題
（Our Common Agenda）』

グローバルな公共財とグローバル・コモンズ
（2021年）

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf



International Year of Creative Economy for Sustainable 
Development (国際持続可能な開発のためのクリエイティブ経済年)
（2021）

https://en.unesco.org/commemorations/international-years/creativeeconomy2021



UNESCO Global Report, Re|Shaping Policies for Creativity – 
Addressing culture as a global public good「創造性のための政
策の再形成：グローバルな公共財としての文化への取組」
（2022年）

https://www.unesco.org/reports/reshaping-creativity/2022/en

Global Report 2022

グローバルレポート



UNESCO Global 
Report, Re|Shaping Policies for 
Creativity – Addressing culture 
as a global public good 
「創造性のための政策の再❘
形成
グローバルな公共財としての
文化への取組」（2022年）
エグゼクティブ・サマリー
（日本語版）

Global Report 2022

グローバルレポート

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380475_jpn



UNESCO World 
Conference on Cultural 
Policies and 
Sustainable 
Development 
(文化政策と持続可能な
開発に関する世界会議) 
- MONDIACULT 2022
(2022年9月 メキシコ
シティ) 

https://www.unesco.org/en/mondiacult2022

‘Culture is our most powerful global public 
good’ 

「文化は最も強力なグローバルな公共財で
ある」
- Ernesto Ottone R. Assistant Director-
General for Culture of UNESCO



UNESCO 1980 Recommendation 
concerning the Status of the Artist
芸術家の地位に関する勧告（1980年
勧告）

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/passeport-reco1980-en.pdf

・加盟国に対し、訓練、社会保障、雇用、所得・税
制、移動、表現の自由などに関する政策や措置の実
施を通じて、芸術家の職業的、社会的、経済的地位
を向上させるよう求める。

・加盟国は、芸術家が彼等が選択する労働組合及び
専門的職能団体を設立し、かつ希望すればこれらの
団体に加入する自由及び権利を有することを、必要
があれば適切な法的措置により、確保すべきであり、
また芸術家を代表する団体が、芸術家の専門的訓練
を含む文化政策や雇用政策の策定及び芸術家の労働
条件の確定に参加できるようにすべきである。



UNESCO 1980 Recommendation 
concerning the Status of the Artist
芸術家の地位に関する勧告（1980年
勧告）

• 実施状況に関する調査領域（2022年）

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387452

1.法的・規制的枠組み

2.公正な報酬と資金調達へのアクセス

3.社会的・経済的権利

4.デジタル環境

5.優遇措置

6.芸術の自由

7.平等・包摂・多様性

8.COVID-19への対応



国連システムと市民社会

Department of Public Information (DPI) と市民社会（1946年～）

Economic and Social Council（経済社会理事会（ECOSOC））（1968年
～）

〇国連の原則を支持し、国連の活動を支援し、国連の議題となっている問
題を広めるというコミットメントに基づいているが、同時に、独立性を維
持し、自らの中核的価値観に忠実。

〇加盟国は地域的、地域的、国際的にNGOが参加することの利点を認識
→2005年世界サミット成果文書に反映

http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf


国連システムと市民社会：UN Civil Society Conference 
（国連市民社会会議）2024年５月 ナイロビ

• 115カ国から市民社会、国連、学界、シンクタンク、加盟国から2000人以上の
代表が参集。

• マルチステークホルダーImPACT連合（IC）の構築

https://www.un.org/en/civilsociety/2024uncsc



国連システムと市民社会：UN Civil Society Conference 
（国連市民社会会議）2024年５月ナイロビ

「…彼（ハーバーマス）の主要なアイデアのひと
つは、現代の民主主義における市民社会と政治
領域の相互コミュニケーションに関するもので
す。意思決定にどのような影響を与えるか、ま
た、市民に受け入れられる法律や政策の策定に
いかに不可欠であるか…市民社会は、人々とその
代表者たちを結ぶ重要な架け橋であり、民主主
義を維持する接着剤の一部です。…」

   

 ～アントニオ・グテーレス国連事務総長

https://www.un.org/en/civilsociety/2024uncsc



UN Summit of the Future/
国連「未来サミット」

• 2024年9月22，23日、米国ニュー
ヨーク国際連合本部で開催。
– 「未来のための協定」

– 「グローバル・デジタル・コンパクト」

– 「将来世代のための宣言」

• 9月20，21日、「アクション・デイ
ズ」開催。

© Hiroko Tsuboi-Friedman



UN Summit of the Future/国連「未来サミット」：
背景

• 2020年＝国連創設75周年

→2025年＝80周年

• 事務総長報告書『Our Common Agenda（私たち
の 共通の課題）』（2021年）

• 「Polycrisis（ポリクライシス）」への対応

© Hiroko Tsuboi-Friedman



UN Summit of the Future/国連「未来サミット」： 
Pact for the Future 「未来のための協定」

• 行動志向の「未来のための協定」を成果として採択。
–「持続可能な開発と開発のための資金調達」

–「国際の平和と安全」

–「科学・ 技術・イノベーション（STI）、そしてデジタル協力」

–「若者 および将来世代」

–「グローバル・ガバナンスの変革」



UN Summit of the Future/国連「未来サミット」：
Pact for the Future「未来のための協定」：
CSOs and Other Stakeholders  #culture2030goal

https://culture2030goal.net/

https://culture2030goal.net/


G20と文化（2020~）: ワーキンググ
ループ (CWG) 2023（議長国インド）

https://www.indiaculture.gov.in/g20-cwg-cultural-projects

優先課題1：文化財の保
護と返還
優先課題2：持続可能な

未来のための生きた遺産
の活用
優先課題3：文化・クリ
エイティブ産業とクリエ
イティブ・エコノミーの
促進
優先課題4：文化の保護
と振興のためのデジタル
技術の活用



G20と文化（2020~）:文化担当大臣会合 2024（議長国ブラ
ジル）

https://www.g20.org/en/news/the-last-g20-ministerial-meeting-closes-with-robust-declaration-culture-as-a-pillar-for-a-new-international-paradigm

Salvador da Bahia Declaration 

of the G20 Ministers of Culture

サルバドル・ダ・バイアG20文
化大臣宣言
「Culture as a pillar for a new 
international paradigm

（新しい国際パラダイムの柱と
しての文化）」

軸1：文化の多様性と社会的包摂
軸2：文化、デジタル環境、著作権
軸3：創造的経済と持続可能な開発
軸4：文化遺産と記憶の保存、保護、促進



G7と文化（2024~）:G7 Ministers’ Meeting on Culture
G7文化に関する大臣会合（議長国イタリア）

https://www.g7italy.it/en/eventi/culture/

Ministerial Declaration（閣僚宣言）
「Culture, common good of 
humanity, common responsibility
（文化、人類共通の利益、共通の責
任）」

Naples Statement（ナポリ声明）
「Culture for the sustainable 
development of Africa and the world
（アフリカと世界の持続可能な発展
のための文化)



Fair Culture Charter
フェアカルチャー（公平・公正な
文化）憲章

ドイツ・ユネスコ国内委員会が主導
する「フェアカルチャー（公平・公
正な文化）」イニシアティブにより、
世界の文化分野における公正で持続
可能な交流・貿易関係を促進。

情報・参加リンク：
https://www.fair-culture.org/



Fair Culture Charter フェアカルチャー（公平・公正な文化）憲章

1. 適正な労働条件と公平・公正な
報酬

2. 多様な文化的表現とリソースへ
のアクセス

3. 無差別とジェンダー平等
4. 地域の発展
5. 市場へのアクセス
6. デジタルの公平性と倫理
7. 環境の尊重
8. 社会と消費者の意識向上

1. Decent working conditions 
and fair remuneration

2. Access to diverse cultural 
expressions and resources

3. Non-discrimination and 
gender equality

4. Local development
5. Market access
6. Digital equity and ethics
7. Respect for the 

environment
8. Public and consumer 

awareness



何をどうする？

© Hiroko Tsuboi-Friedman



ご清聴ありがとうございました。

UNESCO Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

UNESCO文化的表現の多様性の保護

及び促進に関する条約

Celebrating 20 years of empowering creativity | 
Diversity of Cultural Expressions

EU/UNESCO Expert Facility of the Convention on the Protection and Promotion of 
the Diversity of Cultural Expressions

EU/UNESCO文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約

エキスパートファシリティ・メンバー

坪井ひろ子

https://www.unesco.org/creativity/en/biography/hiroko-tsuboi-friedman

© Hiroko Tsuboi-Friedman

https://www.unesco.org/creativity/en/celebrating-20-years-empowering-creativity
https://www.unesco.org/creativity/en/celebrating-20-years-empowering-creativity
https://www.unesco.org/creativity/en/biography/hiroko-tsuboi-friedman
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